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就労系障害福祉サービスの多様な利用ニーズへの 

栃木県・埼玉県の相談支援従事者の認識に関する調査 

 

研究分担者 野﨑智仁  国際医療福祉大学・保健医療学部・作業療法学科 

【研究要旨】 

 本調査は，就労系障害福祉サービス事業への多様なニーズを把握するため，栃木県，埼玉

県にて相談支援専門員として従事する支援者にヒアリング調査を実施した．相談支援専門

員を対象とした理由としては，従事する地域において様々な支援関係機関との連携実績が

あり，障害種が限定されずに，多様な障害のある対象者からニーズを把握しやすい立場にあ

ることから選定した．結果としては，症状や生活状況の変化に合わせた併用へのニーズ，雇

用率達成には到達していないものの雇用契約締結時から労働時間の拡大へのニーズ，加齢

や対象者のモチベーション低下に伴うフェードアウトへのニーズがあることがわかった． 

 本研究において，就労系障害福祉サービスの多様な利用を目指す必要があり，これにより

労働市場に参画できなかった障害がある対象者が社会参加をするきっかけとなり，支援効

果を高めることや自己実現を促進することが可能であることが明らかとなった． 

 

A.研究目的 

 近年，障害者の一般就労件数は増加傾向

にある．厚生労働省（2022）は令和 4 年に

おける障害者雇用状況の集計結果において，

民間企業では 61万 3,958.0人，対前年度差

1 万 6,172.0 人増加であったと報告してい

るように，年々，増加の一途を辿っている．

この背景には，障害者雇用促進法において

法定雇用率が上昇して現在では 2.3％とな

ったことも関係しているが，保健，医療，福

祉の発展により障害者自身が社会参画しや

すくなったことも影響している．公共職業

安定所への障害者の新規求職者数も増え続

けていることから，就労を希望する障害者

が増加していることが，雇用者数増加の背

景として考えられる． 

 就労を希望する障害者の増加とともに，

就労の仕方についても多様なニーズが生ま

れている．石原らは（2023），就労継続を妨

げる要因として，職場における障害特性へ

の理解の不足や，環境変化により生活面で

の必要な支援が得られなくなることなどを

報告した．植田（2010）は，高齢化する知的

障害者への支援について，健康保持と日常

的な生活アセスメントの重要性や環境要因

についての検討の必要性，高齢化する家族

に対応した支援のあり方が重要であると報

告した．このように，就労系障害福祉サービ

スについても，そのニーズに応えるべく対

応が求められている． 

 本研究では，栃木県，埼玉県で相談支援専

門員として従事する支援者にヒアリング調
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査をし，支援を振り返りながら，昨今の対象

者が就労系障害福祉サービスにどのような

ニーズがあるのか明らかにすることを目的

とした． 

B.研究方法 

１．対象者 

① 木村友一氏（所属：NPO 法人那須フ

ロンティア地域生活支援センターゆ

ずり葉・栃木県那須塩原市） 

② 新井利昌氏（所属：埼玉福興株式会

社・埼玉県熊谷市） 

２．調査時期 

① 2023 年 3 月 3 日 

② 2023 年 3 月 7 日 

３．調査内容 

  研究対象者の従事する地域における就

労移行支援，就労継続支援 A 型，就労継

続支援 B 型の利用ニーズ，あるいは支援

を導入し始める時期における就労支援へ

のニーズなどについてヒアリング調査を

行った． 

 

C.研究結果 

１）支援事業所の概要 

① NPO 法人那須フロンティア 

代表：荻原喜茂 

事業：指定一般相談支援事業，指定

特定相談支援事業，基本相談支援，

地域活動支援センター事業Ⅰ型，就

労移行支援事業，職場適応援助者支

援事業 他（図 1） 

② 埼玉復興株式会社 

代表：新井利昌 

事業：指定特定相談支援事業，グルー

プホーム，就労継続支援 B 型事業，

自立訓練 他（図 2） 

 

 

図 1 NPO 法人那須フロンティアの cafe  

 

 

 
図 2 埼玉復興株式会社のハウス農場 
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2）ヒアリング結果 

 結果については，表 1 に示す． 

コアカテゴリー サブカテゴリー 

症状や生活状況

の変化に合わせ

た併用へのニー

ズ 

 精神障害者は，体

調の波がある． 

 一見，改善したよ

うに見えても，周

囲の関わり方に

よっては変調す

ることもある． 

 職場内の職員異

動などにより関

わる方が変われ

ば対象者に与え

る影響も変わる。

動揺につながる。 

 内科系疾患の合

併では，状態悪化

もあるため状態

のモニタリング

は重要。 

 ライフステージ

が変化すると，家

族が死去したり，

健康上の課題を

抱えることによ

り，対象者にも影

響が生じる． 

雇用率達成には

到達していない

ものの雇用契約

締結時から労働

時間の拡大への

ニーズ 

 週 20 時間以上の

労働時間の壁が

あり，短時間労働

を求めている対

象者がいる． 

 超短時間労働か

ら段階的に労働

時間を増やすた

めのサービスが

必要． 

 生活を大きくは

変えたくはなく，

一方で無理しな

いで働きたいと

望む対象者． 

 訓練場面では，一

般就労が困難だ

と判断されてし

まう対象者でも，

労働場面に出れ

ば働ける可能性

もある． 

 企業も人手不足

があり，雇用率達

成とは異なるニ

ーズがある． 

加齢や対象者の

モチベーション

低下に伴うフェ

ードアウトへの

ニーズ 

 対象者が就労し

て 10 年，20 年と

経過すると，以前

のようには働け

なくなっている． 

 就職した当初は，

とにかくその職

場に適応するた

めに奮闘してい

た対象者が，職場

定着していくと

働き方などを考

えることがある． 

 一般就労するこ

とが目的であっ

たのが，生活全体

の質を求めるよ

うに変化する． 
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D.考察 

１． 就労系障害福祉サービスの併用時期 

  ヒアリング結果から，就職するタイミ

ングと長期に就労を続けていった後に，

就労系障害福祉サービスの併用を求める

ことが明らかとなった．併用によって一

般就労に移行しやすくなることにより，

これまで以上に一般就労に結びつく対象

者は増加することが予想される． 

  この見極めは，就労系障害福祉サービ

スにおけるアセスメントが重要になるこ

とが考えられる．野中（2008）は，

assessment について「見立て」と訳し，

読み違えるとその後の支援はほとんど成

功しない，と説明している．予後予測を誤

るとタイミングを間違えたり，失ったり

してしまう．この専門性をいかに獲得し

ていくかが支援者には求められる． 

２．福祉と労働を行き来できる体制整備 

  就労を続けていく中で，病気を発症し

たり，不調になることは，障害の有無に限

らず，どの人間にも起こりうるものであ

る．障害者に置き換えると，体調を改善さ

せる期間の対応，また就労先との調整な

ど，自身の奮闘努力だけでは解決できず，

支援として他者に援助を求めることが必

要となる．この点も，復職や休職のタイミ

ングを誤ると，職を失うことにも繋がっ

てしまうため，支援者の専門的知識，技術

が求められる． 

 

E.結論 

 就労系障害福祉サービスに対して，症状

や生活状況の変化に合わせた併用へのニー

ズ，雇用率達成には到達していないものの

雇用契約締結時から労働時間の拡大へのニ

ーズ，加齢や対象者のモチベーション低下

に伴うフェードアウトへのニーズがあるこ

とが明らかとなった。 

  

F．健康危険情報 

なし 

G.研究発表 

１．論文発表 

  なし 

２．学会発表 
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